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び（B）の医療法人が活動資金必要時(基金の増額)に活用することが出来る。ただし（B）経過措置型医療

法人からの移行に関しては、移行時税制が未定のため注意が必要である。 

（２） 基金の手続き・方法 

1) 基金の手続きの流れ10 

 

                                                   
10 北海道庁保健福祉部保健医療局医務薬務課 「医療法人に係る各種手続き等について」参照 

医 療 法 人 拠  出  者 

２ 基金を引き受けるものの募集に関する定款の定め 

  ① 基金の拠出者の権利に関する規定 

  ② 基金の返還の手続 

３ 募集事項の決定 

  ① 募集にかかる基金の総額 

  ② 金銭以外の財産を拠出の目的とするときは、 

その旨ならびに当該財産の内容および価額 

  ③ 金銭の払込み又は財産の給付の期日または期間 

＊設立時社員が募集要項を定めようとするときは、その全

員の同意を得なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ６ 基金の申込み及び割当に関する特則 

基金の総額の引受けを行う契約を締結する場合 

  ４および５の手続きは不要 

 

 

 

 

 

 

＊基金の拠出の履行をしないときは基金の引受けは無効 

 

 

 

 

 

基金の引受けの申込をしようとする者 

４ 書面の交付(申込者) 

  ① 氏名または名称および住所 

  ② 引き受けようとする基金の額 

 

 

 

 

 

 ＊基金の拠出の債務と医療法人に対する債権は相殺で

きない 

４ 通知 

 ① 医療法人の名称 

 ② 募集要項 

 ③ 金銭の払込みの取扱い場所 

 ④ 基金の拠出者の権利に関する規定 

 ⑤ 基金の返還の手続 

 ⑥ 定款に定められた事項(請求があった事項) 

＊設立時社員が通知する場合、①～⑥に加え 

 ⑦ 設立許可年月日 

 ⑧ 医療法人の目的 

 ⑨ 事業所の所在地 

 ⑩ 社員たる資格の得喪に関する規定 

 ⑪ 公示の方法 

 ⑫ 設立時社員の氏名または名称および住所 

 ⑬ 会計年度 

＊上記に掲げる事項に変更があった場合の通知又は催告 

５ 基金の割当て、通知 

 ○ 基金の割当てを受けるものの決定 

○ 割り当てる基金の額の決定 

＊通知は３③の期日(期日の初日)の前日まで 

９ 金銭の払込みの取扱い場所 

  銀行、信託会社、農協、漁協、信用金庫等 

＊現物拠出財産を給付するものについては設立時社員全

員の同意があるときは、第三者に対抗するための行為

は、医療法人成立後でも可能 

募 集 

意思表示 

通 知 

申込み 

通 知 

８契約 

拠 出 
９ 基金の拠出の履行(基金の拠出者) 

 (1) 期日又は期間内の金銭の払込み 

(2) 期日又は期間内の現物拠出財産の給付 

７ 基金の引受(基金の引受人) 

  ① 申込者 

    医療法人の割り当てた基金の額 

  ② ６の契約により基金の総額を引受けた者 

    その者が引き受けた基金の額 

 1 社員総会決議 

＊設立に当たっては、設立総会決議 


